
お知らせ 暮らし 募集

令和 6 年 12 月 1 日現在
総人口　32,370人

   世帯数　12,363世帯
11月の出生数 6人 

この数値は、令和 2 年国勢調査
の確定値を基に毎月の自然動態・
社会動態を加減したものです。
※国・県の公表結果と異なる場合があります。

●田村市役所　〒 963-4393
　田村市船引町船引字畑添 76 番地 2
　(81-2111（代表）　 FAX 81-2522

主な問い合わせ先

休日・延長窓口の開設案内
●取扱業務…各種証明書の発行のみ

【休日窓口】
●開設日…日曜日
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午前 8 時 30 分～午後 0 時 30 分

【延長窓口】
●開設日…毎週木曜日（祝日を除く）
●場　所…田村市役所 本庁
●時　間…午後 5 時 15 分～午後 6 時 30 分
※各行政局の延長窓口は廃止となりました。

●滝根行政局　〒 963-3692
　田村市滝根町神俣字関場 118 番地
　(78-2111（代表）　 FAX 78-3710
●大越行政局　〒 963-4192
　田村市大越町上大越字水神宮62番地1
　(79-2111（代表）　 FAX 79-2115
●都路行政局　〒 963-4701
　田村市都路町古道字本町 33 番地 4
　(75-2111（代表）　 FAX 75-2844
●常葉行政局　〒 963-4692
　田村市常葉町常葉字町裏 1 番地 
　(77-2111（代表）　 FAX 77-2115

※市民の声専用ダイヤル  (82-0066

※時間外の緊急時連絡先　(81-1220

田村市の人口

上水道の窓口案内
●上下水道局　上下水道課
　〒 963-4312
　田村市船引町船引字上川原 33 番地
　(82-1527 FAX 82-4564
●漏水事故・水質異常がある場合は、ご
　連絡ください。
●開栓・閉栓は平日（土日・祝日を除く）
　の午前９時～午後４時に行います。
　申込みは、３営業日前までの平日にご
　連絡ください。

　オンライン申請はコチラ▶▶

暮らしの税情報

●市県民税…4 期
問市民部 税務課(81-2119
●国民健康保険税…7 期
●後期高齢者医療保険料…6 期
問市民部 市民課(82-1112

今月の納期限【1月 31日 ( 金 )】

 暮らしの情報案内板 ｜ 田村市ホームページ　https://www.city.tamura.lg.jp/INFORMATION

お知らせ ひきこもりサポート事業　
居場所「ふらっと」

田村市社会福祉協議会は、ひきこも
りに悩んでいる方やご家族、人や社
会との関わりが苦手な方のための居
場所「ふらっと」を各町で週１回開
催しています。

【船引町】
●場所　地域交流スペース ship
●日にち　1 月 8 日 ( 水 )　
●内容　コミスポへ行こう！

【都路町】
●場所　都路保健センター
●日にち　1 月 15 日 ( 水 )
●内容　レクリエーション・体操

【常葉町】
●場所　常葉保健センター
●日にち　1 月 22 日 ( 水 )
●内容　レクリエーション・体操

【滝根町】
●場所　滝根公民館
●日にち　1 月 29 日 ( 水 )
●内容　レクリエーション・体操
◇予約不要、無料
◇時間　午後 1 時～３時 30 分　　
問市社会福祉協議会　
生活サポートセンター　
(68-3434

お正月イベント

●日時　1 月 11 日（土）
　第 1 クール　午前 10 時～ 11 時

30 分、第 2 クール　午後 1 時～
2 時 30 分、

　第 3 クール　午後 3 時～ 4 時 30 分
●会場　おひさまドーム
●内容　子どもでも簡単に利用でき

る、習字の体験会を行います。文
字やイラストなど、自由に書いて
お楽しみください。

問おひさまドーム(82-2700

文化財防災訓練

文化財防火デーにあわせ、国指定重
要文化財の堂山王子神社で防災訓練
を行います。当日は、付近で消防車
両がサイレンを鳴らしますが、火災
と間違わないようご理解とご協力を
お願いします。
●日時　1 月 26 日（日）
　午前 10 時 30 分
問教育部 生涯学習課
(81-1215

20歳になったら国民年金

日本国内に住所を有する 20 歳以上
60 歳未満の学生・農林漁業者・自
営業者・無職の方等は、国民年金に
加入し、保険料を納めることが義務
付けられています。国民年金は、老
後や、病気やケガで障害が残ったと
き、家族の働き手が亡くなったとき
に、受け取れます。
ただし、保険料を未納のままにして
おくと、年金を受け取れない場合が
ありますので、早めに相談しましょ
う。保険料を納めることが困難な方
のために保険料免除・猶予制度があ
りますので未納にせず相談しましょ
う。
問郡山年金事務所
(024-932-3434
問市民部 市民課(82-1112

文化財等の盗難に関する
注意喚起

市内の寺社仏閣で、仏具等の盗難被
害が多発しています。文化財所有者・
管理者、地域の皆さんは、日頃の戸
締まりや見回り等を、より一層ご注
意ください。見回り・点検を実施す
る場合は、事故予防のため複数名で
実施し、盗難等があった場合は、た
だちに警察署および生涯学習課まで
ご一報ください。
問田村警察署(62-2121
問教育部 生涯学習課(81-1215

パートナーシップ構築宣言
を作成・公表しませんか

国は，価格転嫁の円滑化を図るため、
取引先との共存共栄や下請け取引の
適正化等を表明する「パートナーシ
ップ構築宣言」の拡大に取り組んで
います。「パートナーシップ構築宣
言」は、サプライチェーン全体の共
存共栄、規模・系列等を超えた新た
な連携、親事業者と下請け事業者と
の望ましい取引慣行の順守等を目的
として、企業の代表者が「発注者」
の立場から、新たなパートナーシッ
プの構築を宣言するものです。
問内閣府政策統括官付参事官（産業・

雇用担当）付(03-6257-1540
問中小企業庁企画課
(03-3501-1765

市骨髄移植ドナー
支援事業助成金

骨髄等の提供に伴う休業によるドナ
ーの経済的負担軽減を図るため、骨
髄・末梢血幹細胞の提供者になった
方に対し、市骨髄移植ドナー支援事
業助成金を交付します。なお、申請
には提供が完了した証明書などが必
要となります。詳しくは申請前に、
保健課までお問い合わせください。
●対象　6 年 10 月 22 日以降に骨

髄等の提供を完了した市民で、ド
ナー休暇制度を設けていない企業
等に属する方や自営業者等

問保健福祉部 保健課 (81-2271

田村で農業を
始めてみませんか？

市は、田村地域３市町（田村市、三
春町、小野町）、ＪＡ福島さくら、
ＪＡアグリサポートたむら、田村農
業普及所等で組織する「田村地域就
農支援プロジェクト」の一員として、
新たに農業をはじめたい方に向けた
就農支援サポートを行っています。
近年は、ピーマンやミニトマト等の
夏秋野菜等を中心に、市内に居住す
る（またはＵターン移住する）農業
未経験者や定年退職後に就農を目指
される方も増えています。
●おすすめポイント
①就農準備から就農後の経営安定ま

で、「田村地域就農支援プロジェ
クト」がワンストップで安心サポ
ート。

②短期間のお試し就農体験や栽培技
術習得を目指した長期研修など、
受け入れ実績多数。

③新規就農者がレンタル可能な農業
機械（トラクターや汎用管理機な
ど）が充実。

問産業部 農林課
(81-2511

農地中間管理事業

7 年 4 月以降は、市町村 ( 農業委員
会 ) による相対契約 ( 利用権設定 )
がなくなり、「地域計画」に基づい
て農地中間管理事業による貸借を行
うこととなりますので、積極的にご
活用ください。
●農地中間管理事業のメリット
　農地を貸したい方＝契約が明確で

安心して農地を貸せます。
　農地を借りたい方＝契約・賃料精

算事務の軽減が図られます。
　その他各種補助金の要件となって

います。
問公益財団法人福島県農業振興公社

( 福島県農地バンク )
(024-503-0421
　( 都路地域 )
(024-521-9845
　( 都路地域以外 )

国の教育ローン
(日本政策金融公庫 )

高校、大学等への入学時・在学中
にかかる費用を対象とした公的な
融資制度です。お子さん 1 人につ
き 350 万円以内を、固定金利 ( 年
2.35% ※ 6 年 11 月 1 日現在 ) で利
用でき、在学期間内は利息のみのお
支払いとすることができます。
詳しくは「国の教育ローン」で検索
していただくか、下記のコールセン
ターへお問い合わせください。
問教育ローンコールセンター
(0570-008656 または
(03-5321-8656

水道の凍結にご用心！

冬季は気温が低下することで、水道
管が凍結して破裂する恐れがありま
す。凍結防止に努めましょう。
♦こんな時は要注意！
　厳しい寒さが続いた。
　家を留守にするなど長期間、水道

を使用しない。
　水道管が風通しの良い場所に露出

配管されている。
♦凍結防止の方法
　防寒の不十分な水道管は、電気で

保温するか、保温材（発泡スチロ
ール・ウレタン・布）などを巻く。

　水抜き栓で水道管の水抜きをす
る。水道管に直接、風が当たらな
いようにする。

♦凍結したら
　ドライヤーなどの温風を凍結した

部分にあてるか、蛇口を全開にし、
凍結した部分に布などを巻き、ぬ
るま湯を繰り返しゆっくりとかけ
る。

※無理に蛇口をひねったり、熱湯を
直接かけたりすると、水道管が破
損するおそれがあります。

♦水道管の破損や解凍ができない場合
　最寄りの市指定給水装置工事事業

者に修理を依頼してください。
　修繕費用は個人負担です。
※市指定給水装置工事事業者は、市

ホームページをご覧いただくか、
上下水道課にお問い合わせくださ
い。

問上下水道局 上下水道課
(82-1527
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